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１【ファンドの運用状況】

「i-mizuho 国内株式インデックス」

（１）【投資状況】

(平成28年10月末現在)

 

資産の種類 金額(円) 投資比率(％)

親投資信託受益証券 3,512,926,697 100.14

 内　日本 3,512,926,697 100.14

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △4,763,649 △0.14

純資産総額 3,508,163,048 100.00

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

平成28年10月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

 

 
純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)

(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)

第１期(平成26年５月２日) 1,250,256,721 (同左) 1.0464 (同左)

第２期(平成27年５月７日) 1,770,167,483 (同左) 1.4123 (同左)

第３期(平成28年５月２日) 3,562,872,676 (同左) 1.1987 (同左)

平成27年10月末現在 3,026,432,748 － 1.4066 －

平成27年11月末現在 2,777,595,732 － 1.4552 －

平成27年12月末現在 2,984,250,863 － 1.4030 －

平成28年１月末現在 3,518,404,286 － 1.2990 －

平成28年２月末現在 3,448,351,765 － 1.1845 －

平成28年３月末現在 3,711,685,007 － 1.2455 －

平成28年４月末現在 3,645,325,357 － 1.2364 －

平成28年５月末現在 3,845,461,427 － 1.2793 －

平成28年６月末現在 3,639,194,567 － 1.1589 －

平成28年７月末現在 3,721,666,310 － 1.2310 －

平成28年８月末現在 3,732,879,834 － 1.2554 －

平成28年９月末現在 3,518,742,495 － 1.2302 －

平成28年10月末現在 3,508,163,048 － 1.3031 －
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②【分配の推移】

 

 １口当たりの分配金(円)

第１期 －

第２期 －

第３期 －

平成28年５月３日～

平成28年11月２日
－

 

③【収益率の推移】

 

 収益率(％)

第１期 4.6

第２期 35.0

第３期 △15.1

平成28年５月３日～

平成28年11月２日
6.9

(注)　収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た

数です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円（１万口当たり）として計算していま

す。

 
 

（参考情報）「ブラックロック国内株式インデックス・マザーファンド」

 投資状況(平成28年10月末現在)

資産の種類 金額(円) 投資比率(％)

投資信託受益証券 3,792,803,840 90.39

 内　日本 3,792,803,840 90.39

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 403,454,525 9.61

純資産総額 4,196,258,365 100.00

    

(注)　当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファン

ドにおいて行っております。
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２【設定及び解約の実績】

 

 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)

第１期 1,965,800,025 770,931,007 1,194,869,018

第２期 3,468,078,210 3,409,536,700 1,253,410,528

第３期 5,505,453,735 3,786,704,783 2,972,159,480

平成28年５月３日～

平成28年11月２日
1,213,149,005 1,492,825,265 2,692,483,220
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３【ファンドの経理状況】

 

(1)　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭

和52年大蔵省令第38号)及び同規則第38条の３並びに第57条の２の規定により、「投資信託財産の

計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

(2)　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間(平成28年

５月３日から平成28年11月２日まで)の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人に

よる中間監査を受けております。

　なお、従来、当ファンドが監査証明を受けているＰｗＣあらた監査法人は、監査法人の種類の

変更により、平成28年７月１日をもってＰｗＣあらた有限責任監査法人となりました。

 

(3)　当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として

「ブラックロック国内株式インデックス・マザーファンド」の貸借対照表、注記表を記載してお

ります。

　なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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【中間財務諸表】

【i-mizuho 国内株式インデックス】

（１）【中間貸借対照表】

  （単位：円）

 前計算期間末
(平成28年５月２日現在)

当中間計算期間末
(平成28年11月２日現在)

資産の部   
流動資産   

親投資信託受益証券 3,567,433,701 3,453,702,143

未収入金 26,996,023 23,036,446

流動資産合計 3,594,429,724 3,476,738,589

資産合計 3,594,429,724 3,476,738,589

負債の部   
流動負債   

未払解約金 26,996,023 23,036,446

未払受託者報酬 511,153 594,535

未払委託者報酬 3,731,272 3,901,852

その他未払費用 318,600 318,600

流動負債合計 31,557,048 27,851,433

負債合計 31,557,048 27,851,433

純資産の部   
元本等   

元本 2,972,159,480 2,692,483,220

剰余金   
中間剰余金又は中間欠損金（△） 590,713,196 756,403,936

（分配準備積立金） 31,603,768 19,109,865

元本等合計 3,562,872,676 3,448,887,156

純資産合計 3,562,872,676 3,448,887,156

負債純資産合計 3,594,429,724 3,476,738,589
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】

  （単位：円）

 
前中間計算期間

(自 平成27年５月８日
　至 平成27年11月７日)

当中間計算期間
(自 平成28年５月３日
　至 平成28年11月２日)

営業収益   
有価証券売買等損益 63,324,849 270,109,553

営業収益合計 63,324,849 270,109,553

営業費用   
受託者報酬 380,749 594,535

委託者報酬 2,864,938 3,901,852

その他費用 299,000 318,600

営業費用合計 3,544,687 4,814,987

営業利益又は営業損失（△） 59,780,162 265,294,566

経常利益又は経常損失（△） 59,780,162 265,294,566

中間純利益又は中間純損失（△） 59,780,162 265,294,566

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 25,645,417 51,611,167

期首剰余金又は期首欠損金（△） 516,756,955 590,713,196

剰余金増加額又は欠損金減少額 1,285,758,773 246,946,418

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
1,285,758,773 246,946,418

剰余金減少額又は欠損金増加額 968,483,081 294,939,077

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
968,483,081 294,939,077

分配金 － －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 868,167,392 756,403,936
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（３）【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。

 

２　収益及び費用の計上基準

有価証券売買等損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

 

(中間貸借対照表に関する注記)

 

項目
前計算期間末

(平成28年５月２日現在)

当中間計算期間末

(平成28年11月２日現在)

１　当該中間計算期間の末日

における受益権総数
2,972,159,480口 2,692,483,220口

   
２　１口当たり純資産額 1.1987円 1.2809円

 

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
 

該当事項はありません。
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(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

 
前計算期間末

(平成28年５月２日現在)

当中間計算期間末

(平成28年11月２日現在)

１　貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価

で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と

の差額はありません。

 

１　中間貸借対照表計上額、時価及び差額

中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて

時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額

と時価との差額はありません。

 
２　時価の算定方法

(1) 有価証券

「（重要な会計方針に係る事項に関する注

記）」に記載しております。

(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、時価

は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。

 

２　時価の算定方法

(1) 有価証券

同左

 
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

同左

 

３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ

か、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定におい

ては一定の前提条件等を採用しているため、異な

る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ

ともあります。

 

３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

同左

 

４　金銭債権の計算期間末日後の償還予定額

金銭債権については全て1年以内に償還予定であ

ります。

４　金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額

同左
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(その他の注記)

１　期中元本変動額

 

項目
前計算期間末

(平成28年５月２日現在)

当中間計算期間末

(平成28年11月２日現在)

期首元本額 1,253,410,528円 2,972,159,480円

期中追加設定元本額 5,505,453,735円 1,213,149,005円

期中一部解約元本額 3,786,704,783円 1,492,825,265円

 

 

２　有価証券関係

該当事項はありません。

 

 

３　デリバティブ取引関係

該当事項はありません。
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(参考情報)

当ファンドは、「ブラックロック国内株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資

対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザー

ファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成28年11月２日現在(以下「計算日」とい

う)の状況は次の通りであります。

なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

 

「ブラックロック国内株式インデックス・マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

項目
 (平成28年11月２日現在)

金額(円)

資産の部  

　流動資産  

　　金銭信託 409,676,750

　　投資信託受益証券 3,729,308,240

　　派生商品評価勘定 6,588,760

　　差入委託証拠金 17,160,000

　流動資産合計 4,162,733,750

資産合計 4,162,733,750

負債の部  

　流動負債  

　　前受金 14,080,000

　　未払解約金 23,036,446

　流動負債合計 37,116,446

負債合計 37,116,446

純資産の部  

　元本等  

　　元本 3,190,377,854

　　剰余金  

　　　剰余金又は欠損金（△） 935,239,450

元本等合計 4,125,617,304

純資産合計 4,125,617,304

負債純資産合計 4,162,733,750
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(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相

場で評価しております。

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券

当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）、金融機関の提示する価額

又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

(3）時価が入手できなかった有価証券

適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が

忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価

と認めた価額で評価しております。

 

２　デリバティブの評価基準及び評価方法

株価指数先物取引

個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算

日に知り得る直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。

 

(貸借対照表に関する注記)

 

項目 (平成28年11月２日現在)

１　当該計算日における受益権総

数
3,190,377,854口

  

２　１口当たり純資産額 1.2931円
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(金融商品に関する注記)

　　　　金融商品の時価等に関する事項

 

（平成28年11月２日現在）

１　貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額

と時価との差額はありません。

 
２　時価の算定方法

(1) 有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

(2) デリバティブ取引等

デリバティブ取引については、「（その他注記）」の「３　デリバティブ取引関係」に

記載しております。

(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

 
３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し

ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目

的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大

きさを示すものではありません。

 
４　金銭債権の計算日後の償還予定額

金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。
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(その他の注記)

１　本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額

の変動及び計算日における元本の内訳

 

（平成28年11月２日現在）

同中間計算期間の期首元本額 3,140,881,665円

同中間計算期間中の追加設定元本額 1,732,537,513円

同中間計算期間中の一部解約元本額 1,683,041,324円

同中間計算期間末日の元本額※ 3,190,377,854円

  

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

  

i-mizuho 国内株式インデックス 2,670,870,113円

みずほインデックス投資戦略ファンド 199,168,630円

マルチ・アセット投資戦略ファンド（適格機関投資家限定） 320,339,111円

合計 3,190,377,854円

 

２　有価証券関係

該当事項はありません。

 

３　デリバティブ取引関係

株式関連

 

区分 種類

(平成28年11月２日現在)

契約額等(円)

時価(円) 評価損益(円)
 

うち１年超(円)

市場取引
株価指数先物取引     

買建 369,600,000 － 376,200,000 6,600,000

合計 369,600,000 － 376,200,000 6,600,000

(注１)　時価の算定方法

(１)株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として当計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値段を用

いております。このような時価が発表されていない場合には、当計算日に最も近い最終相場や気配値等、

原則に準ずる方法で評価しております。

(２)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(３)契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(注２)　上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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４【委託会社等の概況】

　

（１）【資本金の額】

①資本金　　　　　　　　2,435,000千円

 

②発行する株式の総数　　36,000株

 

③発行済株式の総数　　　10,158株

 

（２）【事業の内容及び営業の状況】

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品

取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取

引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っていま

す。

委託会社の運用する証券投資信託は平成28年10月末現在、以下の通りです。（親投資信託を除きま

す。）

 

種類 本数 純資産総額

公募投資信託 追加型株式投資信託 64本 626,815百万円

 単位型株式投資信託 0本 0百万円

私募投資信託  67本 3,564,497百万円

合計 131本 4,191,312百万円

 

（３）【その他】

訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想さ

れる事実に関する事項

 

該当事項はありません。
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５【委託会社等の経理状況】

 

１．財務諸表の作成方法について

　委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内

閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度（自平成27年1月1日　至平成27年12

月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

 

３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

４．会社法第319条第1項に基づく平成26年11月18日付け臨時株主総会書面決議により、定款を一部変更し、決算期を3

月31日から12月31日に変更いたしました。

したがって、前事業年度は平成26年4月1日から平成26年12月31日までの9ヶ月となっております。
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（１）【貸借対照表】

(単位：百万円)

  
第28期

(平成26年12月31日現在)
第29期

(平成27年12月31日現在)

資産の部    

流動資産    

現金・預金  10,971 14,514

立替金  18 6

前払費用  121 146

未収入金 ※２ 208 207

未収委託者報酬  1,102 1,077

未収運用受託報酬  2,606 2,742

未収収益 ※２ 852 1,467

繰延税金資産  948 882

関係会社短期貸付金 ※２ - 130

その他流動資産  3 4

流動資産計  16,833 21,179

固定資産    

有形固定資産    

建物附属設備 ※１ 1,391 1,223

器具備品 ※１ 346 292

有形固定資産計  1,738 1,515

無形固定資産    

ソフトウエア  1 0

のれん  685 154

クライアント・リレーションシップ資産  230 -

無形固定資産計  916 155

投資その他の資産    

長期差入保証金  980 967

前払年金費用  315 409

長期前払費用  27 17

繰延税金資産  - 9

投資その他の資産計  1,323 1,404

固定資産計  3,978 3,075

資産合計  20,811 24,255
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(単位：百万円)

  
第28期

(平成26年12月31日現在)
第29期

(平成27年12月31日現在)

負債の部    

流動負債    

預り金  159 80

未払金 ※２   

　未払収益分配金  2 3

　未払償還金  75 75

　未払手数料  386 346

　その他未払金  88 947

未払費用 ※２ 1,246 1,091

未払消費税等  204 238

未払法人税等  1,001 561

賞与引当金  1,761 1,875

資産除去債務  42 -

役員賞与引当金  98 150

早期退職慰労引当金  36 7

流動負債計  5,104 5,377

固定負債    

退職給付引当金  51 53

資産除去債務  250 254

繰延税金負債  17 -

固定負債計  320 308

　負債合計  5,425 5,685

    

　純資産の部    

　株主資本    

　資本金  2,435 2,435

　　資本剰余金    

　資本準備金  2,316 2,316

　　　その他資本剰余金  3,846 3,846

　　　資本剰余金合計  6,162 6,162

　　利益剰余金    

　利益準備金  336 336

　　　その他利益剰余金    

　繰越利益剰余金  6,452 9,634

　　　利益剰余金合計  6,788 9,971

　　株主資本合計  15,386 18,569

　評価・換算差額等
　　その他有価証券評価差額金  - -

　　評価・換算差額等合計  - -

　純資産合計  15,386 18,569

　負債・純資産合計  20,811 24,255
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（２）【損益計算書】

(単位：百万円)

  
第28期

(自　平成26年4月1日
至　平成26年12月31日)

第29期
(自　平成27年1月1日
至　平成27年12月31日)

営業収益    
委託者報酬  3,449 4,339

運用受託報酬 ※１ 5,762 10,063

その他営業収益 ※１ 6,135 9,911

営業収益計  15,347 24,315

営業費用    
支払手数料  1,167 1,478

広告宣伝費  356 262

調査費    
調査費  256 398

委託調査費 ※１ 2,678 4,371

調査費計  2,934 4,770

　委託計算費  76 124

　営業雑経費    
　通信費  56 61

　印刷費  58 74

　諸会費  22 27

　営業雑経費計  136 163

営業費用計  4,672 6,799

一般管理費    
給料    

役員報酬  262 548

給料・手当  2,665 3,631

賞与  1,355 2,231

給料計  4,282 6,411

退職給付費用  185 227

福利厚生費  531 731

事務委託費 ※１ 1,007 1,954

交際費  37 54

寄付金  5 5

旅費交通費  163 208

租税公課  92 107

不動産賃借料  583 735

水道光熱費  75 75

固定資産減価償却費  186 214

のれん償却額  516 530

クライアント・リレーションシップ資産償却費  230 230

資産除去債務利息費用  2 3

諸経費  286 376

一般管理費計  8,187 11,869

営業利益  2,486 5,645
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 (単位：百万円)

  
第28期

(自　平成26年4月1日
至　平成26年12月31日)

第29期
(自　平成27年1月1日
至　平成27年12月31日)

営業外収益    

受取利息  0 6

有価証券売却益  142 -

為替差益  13 -

雑益  6 28

営業外収益計  163 34

営業外費用    

支払利息  49 -

為替差損  - 32

固定資産除却損  38 34

営業外費用計  88 66

経常利益  2,561 5,613

特別利益    

特別利益計  - -

特別損失    

特別退職金  104 26

特別損失計  104 26

税引前当期純利益  2,457 5,586

法人税、住民税及び事業税  1,507 2,366

法人税等調整額  △372 37

当期純利益  1,322 3,182
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（３）【株主資本等変動計算書】

第28期　(自　平成26年4月1日　至　平成26年12月31日)

(単位：百万円)

 

株主資本 評価・換算差額等

 
 
 

純資産

合計

 
 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
 

株主資本

合計

 
 

その他有価

証券評価差

額金

 
 

評価・換算

差額等合計

 
資本

準備金

 
その他資本

剰余金

 

 
資本

剰余金

合計

 
利益

準備金

 

その他利益

剰余金  
利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

平成26年4月1日残高 2,435 2,316 3,846 6,162 336 5,129 5,465 14,063 40 40 14,103

事業年度中の変動額            

　当期純利益      1,322 1,322 1,322   1,322

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
        △40 △40 △40

事業年度中の変動額合計 - - - - - 1,322 1,322 1,322 △40 △40 1,282

平成26年12月31日残高 2,435 2,316 3,846 6,162 336 6,452 6,788 15,386 - - 15,386

 

第29期　(自　平成27年1月1日　至　平成27年12月31日)

(単位：百万円)

 

株主資本 評価・換算差額等

 
 
 

純資産

合計

 
 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
 

株主資本

合計

 
 

その他有価

証券評価差

額金

 
 

評価・換算

差額等合計

 
資本

準備金

 
その他資本

剰余金

 

 
資本

剰余金

合計

 
利益

準備金

 

その他利益

剰余金  
利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

平成27年1月1日残高 2,435 2,316 3,846 6,162 336 6,452 6,788 15,386 - - 15,386

事業年度中の変動額            

　当期純利益      3,182 3,182 3,182   3,182

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
           

事業年度中の変動額合計
 
-

 
-

 
-

 
-

 
-

 
3,182

 
3,182

 
3,182

 
-

 
-

 
3,182

平成27年12月31日残高 2,435 2,316 3,846 6,162 336 9,634 9,971 18,569 - - 18,569
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〔重要な会計方針〕

1.　　有価証券の評価基準及び評価方法

　　　有価証券

　　　　その他有価証券

　　　　　時価のあるもの

　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、

　　　　　移動平均法により算定）を採用しております。

 

2.　　固定資産の減価償却方法

(1) 　有形固定資産

定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品2～15年であります。

 

(2) 　無形固定資産

自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ

ております。

のれん及びクライアント・リレーションシップ資産の償却方法については、その効果の及ぶ期間（5～9年）に基

づく定額法によっております。

 

3.　　引当金の計上基準

(1) 　貸倒引当金の計上方法

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(2) 　退職給付引当金の計上方法

①　　旧退職金制度

適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証している

ため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。

 

②　　確定拠出年金制度

確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。

 

③　　確定給付年金制度

キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を

付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を

計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント基

準によっております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費

用処理しております。

数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしてお

ります。
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(3) 　賞与引当金の計上方法

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

 

(4) 　役員賞与引当金の計上方法

役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

 

(5) 　早期退職慰労引当金の計上方法

早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

 

4.　　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

5.　　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)　　消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(2)　　決算日の変更について

会社法第319条に基づく平成26年11月18日付け臨時株主総会書面決議により、定款を一部変更し、決算期を3月31

日から12月31日に変更しました。

従って、前事業年度は平成26年4月1日から平成26年12月31日までの9ヶ月となっております。

(3)　　 連結納税制度の適用

当事業年度より、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社とし

て、連結納税制度を適用しております。
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〔注記事項〕

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 前事業年度 当事業年度

 (平成26年12月31日) (平成27年12月31日)

建物附属設備 　892　百万円 　1,039　百万円

器具備品 　702　百万円 　649　百万円

 

※２　関係会社に対する資産及び負債

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

 前事業年度 当事業年度

 (平成26年12月31日) (平成27年12月31日)

未収入金 201　百万円 200　百万円

未収収益 　510　百万円 　379　百万円

短期貸付金 　-　百万円 　130　百万円

未払金 　-　百万円 　930　百万円

未払費用 　316　百万円 　201　百万円

 

※３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づ

く事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 前事業年度 当事業年度

 (平成26年12月31日) (平成27年12月31日)

当座貸越極度額 　1,000　百万円 　1,000　百万円

借入実行残高 － －

差引額 　1,000　百万円 　1,000　百万円
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（損益計算書関係）

※１　関係会社に対する営業収益及び営業費用

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

 前事業年度 当事業年度

 (自　平成26年4月1日 (自　平成27年1月1日

 　　 至　平成26年12月31日） 　　 至　平成27年12月31日）

その他営業収益 　3,611　百万円 　4,286　百万円

委託調査費 　353　百万円 　467　百万円

事務委託費 　1,210　百万円 　613　百万円

運用受託報酬 　0　百万円 　1　百万円

 

 

 (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度　(自　平成26年4月1日　至　平成26年12月31日)

1.　　発行済株式に関する事項

 前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末

普通株式（株） 10,158 － － 10,158

 

2.　　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

4.　　配当に関する事項

該当事項はありません。

 

当事業年度　(自　平成27年1月1日　至　平成27年12月31日)

1.　　発行済株式に関する事項

 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 10,158 － － 10,158

 

2.　　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

4.　　配当に関する事項

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

1.　　金融商品の状況に関する事項

(1) 　金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入に

限定しています。

 

(2) 　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関

しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管

理する体制をしいております。

営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。

営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しておりま

す。

 

2.　　金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものにつ

いては含めておりません。

 

前事業年度　（平成26年12月31日）

 貸借対照表計上額 時価 差額

 （百万円） （百万円） （百万円）

(1)　現金・預金 10,971 10,971 －

(2)　未収委託者報酬 1,102 1,102 －

(3)　未収運用受託報酬 2,606 2,606 －

(4)　未収収益 852 852 －

(5)　長期差入保証金 980 971 △9

資産計 16,514 16,504 △9

(1)　未払手数料 386 386 －

(2)　未払費用 1,246 1,246 －

負債計 1,633 1,633 －
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当事業年度　（平成27年12月31日）

 貸借対照表計上額 時価 差額

 （百万円） （百万円） （百万円）

(1)　現金・預金 14,514 14,514 －

(2)　未収委託者報酬 1,077 1,077 －

(3)　未収運用受託報酬 2,742 2,742 －

(4)　未収収益 1,467 1,467 －

(5)　長期差入保証金 967 959 △7

資産計 20,769 20,761 △7

(1)　未払手数料 346 346 －

(2)　未払費用 1,091 1,091 －

負債計 1,437 1,437 －

 

 (注1) 　金融商品の時価の算定方法に関する事項

資　産

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

 

 

(5) 長期差入保証金

事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい

る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均

残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に

よっています。

 

負　債

(1)未払手数料、(2) 未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
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(注2) 　金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成26年12月31日）

 1年以内 1年超 5年超 10年超

  5年以内 10年以内  

 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

(1)　現金・預金 10,971 － － －

(2)　未収委託者報酬 1,102 － － －

(3)　未収運用受託報酬 2,606 － － －

(4)　未収収益 852 － － －

(5)　長期差入保証金 26 904 40 10

合計 15,559 904 40 10

 

当事業年度（平成27年12月31日）

 1年以内 1年超 5年超 10年超

  5年以内 10年以内  

 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

(1)　現金・預金 14,514 － － －

(2)　未収委託者報酬 1,077 － － －

(3)　未収運用受託報酬 2,742 － － －

(4)　未収収益 1,467 － － －

(5)　長期差入保証金 － 907 48 11

合計 19,801 907 48 11

 

(有価証券関係)

前事業年度　(平成26年12月31日)

前事業年度中に売却したその他有価証券

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

 （百万円） （百万円） （百万円）

その他 942 142 -

 

当事業年度　(平成27年12月31日)

該当事項はありません。
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 (退職給付関係)

前事業年度　(自　平成26年4月1日　至　平成26年12月31日)

1.　　採用している退職給付制度の概要

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し

ています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・

ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、平

成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ

シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つの制度を有

しています。

 

2.　　確定給付制度

(1) 　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

 前事業年度

 (自 平成26年4月 1日

 至 平成26年12月31日)

退職給付債務の期首残高

　勤務費用

　利息費用

1,580

164

11

　数理計算上の差異の発生額 52

　退職給付の支払額 △221

退職給付債務の期末残高 1,587

 

 (2) 　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

 前事業年度

 (自 平成26年4月 1日

 至 平成26年12月31日)

年金資産の期首残高

　期待運用収益

　数理計算上の差異の発生額

2,050

13

176

　事業主からの拠出額 185

　退職給付の支払額 △221

年金資産の期末残高 2,205
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(3) 　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

 前事業年度

 (平成26年12月31日)

積立型制度の退職給付債務

年金資産

1,536

△2,205

 

非積立型制度の退職給付債務

△669

51

未積立退職給付債務 △618

未認識数理計算上の差異 323

未認識過去勤務費用 31

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △263

退職給付引当金

前払年金費用

51

△315

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △263

 

(4) 　退職給付費用及びその内訳項目の金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

 前事業年度

 (自 平成26年4月 1日

 至 平成26年12月31日)

勤務費用

利息費用

164

11

期待運用収益 △13

数理計算上の差異の費用処理額 △20

過去勤務費用の処理額 △3

確定給付制度に係る退職給付費用合計 138

特別退職金 104

合計 242
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(5) 　年金資産に関する事項

　①年金資産の主な内訳

　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 前事業年度

 (平成26年12月31日)

合同運用 100%

合計 100%

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券68%、株式29%及びその他3%となっております。

 

　②長期期待運用収益率の算定方法

　　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成

　　する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 　数理計算上の計算基礎に関する事項

 前事業年度

 (自 平成26年4月 1日

 至 平成26年12月31日)

割引率

長期期待運用収益率

0.7%

1.1%

 

3.　　確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、46百万円でありました。

 

当事業年度　(自　平成27年1月1日　至　平成27年12月31日)

1.　　採用している退職給付制度の概要

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し

ています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・

ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、平

成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ

シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つの制度を有

しています。
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2.　　確定給付制度

(1) 　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

 当事業年度

 (自 平成27年1月 1日

 至 平成27年12月31日)

退職給付債務の期首残高

　勤務費用

　利息費用

1,587

223

10

　数理計算上の差異の発生額 10

　退職給付の支払額 △171

退職給付債務の期末残高 1,661

 

(2) 　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

 当事業年度

 (自 平成27年1月 1日

 至 平成27年12月31日)

年金資産の期首残高

　期待運用収益

　数理計算上の差異の発生額

2,205

24

△9

　事業主からの拠出額 256

　退職給付の支払額 △171

年金資産の期末残高 2,304

 

 (3) 　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

 当事業年度

 (平成27年12月31日)

積立型制度の退職給付債務

年金資産

1,607

△2,304

 

非積立型制度の退職給付債務

△697

53

未積立退職給付債務 △643

未認識数理計算上の差異 261

未認識過去勤務費用 26

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △355

退職給付引当金

前払年金費用

53

△409

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △355
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(4) 　退職給付費用及びその内訳項目の金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

 当事業年度

 (自 平成27年1月 1日

 至 平成27年12月31日)

勤務費用

利息費用

223

10

期待運用収益 △24

数理計算上の差異の費用処理額 △4

過去勤務費用の処理額 △41

確定給付制度に係る退職給付費用合計 164

特別退職金 26

合計 191

 

(5) 　年金資産に関する事項

　①年金資産の主な内訳

　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 当事業年度

 (平成27年12月31日)

合同運用 100%

合計 100%

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券70%、株式27%及びその他1%となっております。

 

　②長期期待運用収益率の算定方法

　　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成

　　する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 　数理計算上の計算基礎に関する事項

 当事業年度

 (自 平成27年1月 1日

 至 平成27年12月31日)

割引率

長期期待運用収益率

0.7%

1.2%

 

3.　　確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、64百万円 でありました。
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(税効果会計関係)

1.　　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

 (平成26年12月31日) (平成27年12月31日)

繰延税金資産   

未払費用 231 155

賞与引当金 616 619

資産除去債務 104 82

資産調整勘定 73 46

未払事業税 74 105

早期退職慰労引当金 12 2

退職給付引当金 18 17

有形固定資産 0 0

その他 23 15

繰延税金資産合計 1,156 1,046

繰延税金負債   

無形固定資産 △81 -

退職給付引当金 △112 △132

資産除去債務に対応する除去費用 △31 △21

繰延税金負債合計 △225 △153

繰延税金資産の純額 931 892

 

（注）　前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

 (平成26年12月31日) (平成27年12月31日)

流動資産－繰延税金資産 948 882

固定資産－繰延税金資産 - 9

固定負債－繰延税金負債 17 -
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2.　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 前事業年度 当事業年度

 (平成26年12月31日) (平成27年12月31日)

法定実効税率 35.6％ 35.6％

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.4 3.0 

損金不算入ののれん償却額 7.5 3.3 

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 - 1.2 

その他 △0.4 △0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.0％ 43.0％

 

 

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.　　当該資産除去債務の概要

当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

2.　　当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間10年と見積り、割引率は1.5%を使用して資産除去債務の金額

を計算しております。

 

3.　　当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

 (自 平成26年4月 1日 (自 平成27年1月 1日

 至 平成26年12月31日) 至 平成27年12月31日)

期首残高 306 293

時の経過による調整額 2 3

資産除去債務の履行による減少額 - △42

見積りの変更による増減額 △15 -

期末残高 293 254

 

4.　　当該資産除去債務の見積りの変更

前事業年度において、一部の資産について資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見

積額を下回る見込みであることが明らかになったことから、見積もりの変更により資産除去債務を15百万円減少させてお

ります。
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(セグメント情報等)

前事業年度　(自　平成26年4月1日　至　平成26年12月31日)

1.　　セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2.　　関連情報

(1)　 製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

 委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計

外部顧客営業収益 3,449 5,762 6,135 15,347

(2)　 地域ごとの情報

①　　売上高

（単位：百万円）

日本 北米 その他 合計

8,479 5,353 1,514 15,347

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

 

②　　有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省

略しております。

(3) 　主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

（単位：百万円）

相手先 営業収益 関連するセグメント名

ブラックロック・ファイナンシャル・

マネジメント・インク
3,611 投資運用業

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 1,690 投資運用業

 

3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。
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当事業年度　(自　平成27年1月1日　至　平成27年12月31日)

1.　　セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2.　　関連情報

(1) 　製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

 委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計

外部顧客営業収益 4,339 10,063 9,911 24,315

(2)　 地域ごとの情報

①　　売上高

（単位：百万円）

日本 北米 その他 合計

13,272 8,558 2,483 24,315

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

 

②　　有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省

略しております。

(3) 　主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

（単位：百万円）

相手先 営業収益 関連するセグメント名

ブラックロック・ファイナンシャル・

マネジメント・インク
4,287 投資運用業

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 2,857 投資運用業

 

3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。
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(関連当事者情報)

1.　　関連当事者との取引

　財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1) 　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

前事業年度　（自　平成26年4月1日　至　平成26年12月31日）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地
資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

親会社

ブラックロッ

ク・ファイナン

シャル・マネジ

メント・インク

米国

ニュー

ヨーク州

13,067

百万

米ドル

投資

顧問業

(被所有)

間接

100

投資顧問

契約の

再委任等

運用

受託報酬
0

未収収益 510
受入

手数料
3,611

委託

調査費
353

未払費用 316
事務

委託費
1,210

当事業年度　（自　平成27年1月1日　至　平成27年12月31日）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地
資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

親会社

ブラックロッ

ク・ファイナン

シャル・マネジ

メント・インク

米国

ニュー

ヨーク州

13,482

百万

米ドル

投資

顧問業

(被所有)

間接

100

投資顧問

契約の

再委任等

運用

受託報酬
1

未収収益 379
受入

手数料
4,286

委託

調査費
467

未払費用 201
事務

委託費
613

親会社

ブラックロッ

ク・ジャパン・

ホールディング

ス合同会社

日本

東京都

 
1万円

 
 

持株会社

(被所有)

直接

100

株式の

保有等
営業外収益 0

未収入金 200

未収収益 0

短期

貸付金
130

その他

未払金
930

(2) 　財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前事業年度　（自　平成26年4月1日　至　平成26年12月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度　（自　平成27年1月1日　至　平成27年12月31日）

該当事項はありません。
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(3) 　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度　（自　平成26年4月1日　至　平成26年12月31日）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地
資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロッ

ク・ルックス・

フィンコ・

S.a.r.l.

ルクセン

ブルグ

大公国

ルクセン

ブルグ市

2百万

米ドル

資産運用

会社等の

事業の支

配・管理

なし
ローン

借入

資金

の返済
2,737

長期

借入金
－

支払利息 49 未払利息 －

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロッ

ク・ファンド・

アドバイザーズ

米国

カリフォ

ルニア州

1,000

米ドル

投資

顧問業
なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料 1,690 未収収益 183

 

当事業年度　（自　平成27年1月1日　至　平成27年12月31日）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地
資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロッ

ク・ファンド・

アドバイザーズ

米国

カリフォ

ルニア州

1,000

米ドル

投資

顧問業
なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料 2,857 未収入金 3

委託調査費 3 未収収益 736

事務委託費 0 未払費用 1

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロッ

ク・インベスト

メント・マネジ

メント・エルエ

ルシー

米国

デラウェ

ア州

1,723

米ドル

投資

顧問業
なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料 543 未収収益 49

委託調査費 1,449

未払費用 142

事務委託費 74

 

（注)　１．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。

(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。

(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。

(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。

(5) 支払利息については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は差し入れておりません。

(6) 長期借入金の期末残高は劣後特約付借入金に係るものであります。

 

2.　　親会社に関する注記

(1) 　親会社情報

ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）

ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
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(１株当たり情報)

 前事業年度 当事業年度

項　目 (自 平成26年4月 1日 (自 平成27年1月 1日

 至 平成26年12月31日) 至 平成27年12月31日)

１株当たり純資産額 1,514,717 円 33 銭 1,828,038 円 62 銭

１株当たり当期純利益金額 130,237 円 41 銭 313,321 円 29 銭

（注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項　目

前事業年度 当事業年度

(自 平成26年4月 1日 (自 平成27年1月 1日

至 平成26年12月31日) 至 平成27年12月31日)

当期純利益　　　　　　　　　（百万円） 1,322 3,182

普通株主に帰属しない金額　　（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益　　（百万円） 1,322 3,182

普通株式の期中平均株式数　　　　（株） 10,158 10,158

 

独立監査人の監査報告書は、当事業年度（自　平成27年1月1日　至平成27年12月31日）を対象としております。
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【中間財務諸表】

 

１．中間財務諸表の作成方法について

委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表すなわち中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭

和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内

閣府令第52号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間（自平成28年1月1日　至平成28年6月30日）の

中間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

 

３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

  
中間会計期間末

(平成28年6月30日)

資産の部   

流動資産   

現金・預金 ※2 15,696

立替金  1

前払費用  149

未収入金  2

未収委託者報酬  1,040

未収運用受託報酬  2,056

未収収益  963

繰延税金資産  485

その他流動資産  7

流動資産計  20,404

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 ※1 1,158

器具備品 ※1 466

有形固定資産計  1,625

無形固定資産   

ソフトウエア  3

のれん  126

無形固定資産計  130

投資その他の資産   

長期差入保証金  970

前払年金費用  454

長期前払費用  13

投資その他の資産計  1,438

固定資産計  3,194

資産合計  23,599
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(単位：百万円)

  
中間会計期間末

(平成28年6月30日)

負債の部   

流動負債   

預り金  121

未払金   

未払収益分配金  3

未払償還金  75

未払手数料  322

その他未払金  363

未払費用  1,086

未払消費税等  84

未払法人税等  185

賞与引当金  927

役員賞与引当金  75

早期退職慰労引当金  29

流動負債計  3,275

固定負債   

退職給付引当金  58

資産除去債務  256

繰延税金負債  5

固定負債計  320

負債合計  3,595

   

純資産の部   

株主資本   

資本金  2,435

資本剰余金   

資本準備金  2,316

その他資本剰余金  3,846

資本剰余金合計  6,162

利益剰余金   

利益準備金  336

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  11,069

利益剰余金合計  11,405

株主資本合計  20,003

純資産合計  20,003

負債・純資産合計  23,599
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(2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

  
中間会計期間

(自　平成28年1月1日
至　平成28年6月30日)

営業収益   
委託者報酬  1,885

運用受託報酬  4,671

その他営業収益  5,143

営業収益計  11,700

営業費用   
支払手数料  601

広告宣伝費  77

調査費   
調査費  194

委託調査費  2,097

調査費計  2,292

委託計算費  54

営業雑経費   
通信費  28

印刷費  36

諸会費  11

営業雑経費計  76

営業費用計  3,101

一般管理費   
給料   
役員報酬  362

給料・手当  1,886

賞与  1,251

給料計  3,500

退職給付費用  129

福利厚生費  394

事務委託費  1,104

交際費  22

寄付金  0

旅費交通費  113

租税公課  65

不動産賃借料  365

水道光熱費  31

固定資産減価償却費 ※1 105

のれん償却額 ※1 28

資産除去債務利息費用  1

諸経費  222

一般管理費計  6,086

営業利益  2,512
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(単位：百万円)

  
中間会計期間

(自　平成28年1月1日
至　平成28年6月30日)

営業外収益   

受取利息  2

還付加算金等  0

雑益  0

営業外収益計  2

営業外費用   

為替差損  99

雑損  0

営業外費用計  99

経常利益  2,415

特別損失   

特別退職金  81

特別損失計  81

税引前中間純利益  2,333

法人税、住民税及び事業税  486

法人税等調整額  412

中間純利益  1,434
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(3) 中間株主資本等変動計算書

 

中間会計期間　(自　平成28年1月1日　至　平成28年6月30日)

(単位：百万円)

 

株主資本

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金
その他資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成28年1月1日残高 2,435 2,316 3,846 6,162 336 9,634 9,971 18,569 18,569

中間事業年度中の変動額          

　中間純利益      1,434 1,434 1,434 1,434

株主資本以外の項目の中間
事業年度中の変動額（純額）          

中間事業年度中の変動額合計 - - - - - 1,434 1,434 1,434 1,434

平成28年6月30日残高 2,435 2,316 3,846 6,162 336 11,069 11,405 20,003 20,003

 

(重要な会計方針)

 

項　目
中間会計期間

自　平成28年1月 1日
至　平成28年6月30日

1. 固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産

定額法により償却しております。

なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具

備品2～15年であります。

 
 (2) 無形固定資産

自社利用のソフトウエアの減価償却方法につい

ては、社内における利用可能期間（5年）に基づく

定額法によっております。

のれんの償却方法については、その効果の及ぶ

期間（5～9年）に基づく定額法によっておりま

す。
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項　目
中間会計期間

自　平成28年1月 1日
至　平成28年6月30日

2. 引当金の計上基準 (1) 退職給付引当金の計上方法

①　旧退職金制度

適格退職年金制度移行日現在在籍していた従

業員については、旧退職制度に基づく給付額を

保証しているため、中間会計期間末現在の当該

給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引

当て計上しております。

 
 ②　確定拠出年金制度

確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度

を有しております。

 
 ③　確定給付年金制度

キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の

退職年金制度を有しております。CBには、一定

の利回り保証を付しており、これの将来の支払

に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた

会計処理方法により引当金を計上しておりま

す。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込

額を当期までの期間に帰属させる方法について

は、ポイント基準によっております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定

額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（9年）による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用

から控除することとしております。

 
 (2) 賞与引当金の計上方法

　従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込

額の当中間会計期間負担額を計上しておりま

す。

 
 (3) 役員賞与引当金の計上方法

　役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額

の当中間会計期間負担額を計上しております。

 
 (4) 早期退職慰労引当金の計上方法

　早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰

労金支給見込額の当中間会計期間負担額を計上

しております。

 
3. 外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

 
4. その他中間財務諸表作成の

ための基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
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注　記　事　項

(中間貸借対照表関係)

 
中間会計期間末
平成28年6月30日

※1　有形固定資産の減価償却累計額

建物附属設備 1,114百万円

器具備品 679百万円

 
※2　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結

しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

当座貸越極度額 1,000百万円

借入実行残高 －

差引額 1,000百万円
 
 

(中間損益計算書関係)

 
中間会計期間

自　平成28年1月 1日
至　平成28年6月30日

※1　減価償却実施額

有形固定資産 105百万円

無形固定資産 28百万円
 
 
 

(中間株主資本等変動計算書関係)

 
中間会計期間

自　平成28年1月 1日
至　平成28年6月30日

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末

株式数
当中間会計期間
増加株式数

当中間会計期間
減少株式数

当中間会計
期間末株式数

発行済株式     
普通株式 10,158 ― ― 10,158

合計 10,158 ― ― 10,158

 
2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 
4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期

間後となるもの

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

 
中間会計期間

自　平成28年1月 1日
至　平成28年6月30日

 
1.　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達につい

ては関連当事者からの長期借入に限定しています。

 
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに

晒されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごと

の期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制

をしいております。

営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。

営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成する

などの方法により管理しております。

 

 

中間会計期間
自　平成28年1月 1日
至　平成28年6月30日

2.　金融商品の時価等に関する事項

平成28年6月30日（中間期の決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこ

れらの差額については、次のとおりです。

（単位：百万円）

 
中間貸借対照表

計上額(*)
時価(*) 差額

①現金・預金 15,696 15,696 －

②未収委託者報酬 1,040 1,040 －

③未収運用受託報酬 2,056 2,056 －

④未収収益 963 963 －

⑤長期差入保証金 970 970 －

資産計 20,727 20,727 －

⑥未払手数料 322 322 －

⑦未払費用 1,086 1,086 －

負債計 1,409 1,409 －

 
（注）

金融商品の時価の算定方法に関する事項

①現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっています。

⑤長期差入保証金

事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にした

インターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定

する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均残存勤

務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレート

で割り引いて算定する方法によっています。

但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しておりま

す。

⑥未払手数料、⑦未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっています。
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(有価証券関係)

該当事項はありません。

 

(資産除去債務関係)

 
中間会計期間

自　平成28年1月 1日
至　平成28年6月30日

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

 
1.　当該資産除去債務の概要

当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 
2.　当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間10年と見積り、割引率は

1.5％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 
3.　当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 254 百万円

時の経過による調整額 1 百万円

中間会計期間末残高 256 百万円
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(セグメント情報等)

 
中間会計期間

自　平成28年1月 1日
至　平成28年6月30日

1.　セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

 
2.　関連情報

①　製品及びサービスに関する情報

（単位：百万円）

 
委託者
報酬

運用受託
報酬

その他 合計

外部顧客
営業収益

1,885 4,671 5,143 11,700

 
②　地域に関する情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

日本 北米 その他 合計

6,060 4,226 1,413 11,700

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 
(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産

の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

 
③　主要な顧客に関する情報

営業収益の10％以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

（単位：百万円）

相手先 営業収益
関連する

セグメント名

ブラックロック・ファイナンシャル・
マネジメント・インク

2,349 投資運用業

ブラックロック・ファンド・アドバイ
ザーズ

1,352 投資運用業

 
 

(デリバティブ取引関係)

 
中間会計期間

自　平成28年1月 1日
至　平成28年6月30日

当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 
中間会計期間

自　平成28年1月 1日
至　平成28年6月30日

 
１株当たり純資産額 1,969,229円09銭

１株当たり中間純利益 141,190円46銭
 
 
　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

 
１株当たり中間純利益の算定上の基礎

損益計算書上の中間純利益 1,434百万円

１株当たり中間純利益の算定に
用いられた普通株式に係る中間純利益

1,434百万円

期中平均株式数 10,158株
 
 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

 

平成２８年２月２６日
 
ブラックロック・ジャパン株式会社

取　締　役　会　御中
 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 　 星　　　　　知　　子

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 　 中　　島　　紀　　子

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

に掲げられているブラックロック・ジャパン株式会社の平成２７年１月１日から平成２７年１２月３１日までの第２９期

事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記に

ついて監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック

ロック・ジャパン株式会社の平成２７年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書

 

平成２８年８月３１日

 

ブラックロック・ジャパン株式会社

取締役会　 御中  

 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

指定有限責任社員  
公認会計士　星　　知子

業務執行社員  

指定有限責任社員  
公認会計士　中島　紀子

業務執行社員  

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられているブラックロック・ジャパン株式会社の平成２８年１月１日から平成

２８年１２月３１日までの第３０期事業年度の中間会計期間（平成２８年１月１日から平成２８年６月

３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動

計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び

運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査

の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中

間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの

合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること

を求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比

べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ

り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中

心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制

の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状

況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する

内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

 

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、ブラックロック・ジャパン株式会社の平成２８年６月３０日現在の財政状態及び

同日をもって終了する中間会計期間（平成２８年１月１日から平成２８年６月３０日まで）の経営成績

に関する有用な情報を表示しているものと認める。
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利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　　上

 

 
 
(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
 
 

平成28年12月15日

 
 
ブラックロック・ジャパン株式会社
 

取　締　役　会　御　中
 
 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
 
 指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　辻　村　和　之　㊞

 
 
 
 
 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

げられているi-mizuho 国内株式インデックスの平成28年５月３日から平成28年11月２日までの中間計算期間の中間財務

諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ

た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判

断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ

に基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一

部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表

の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択

及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示

に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、i-mizuho 国内株式インデックスの平成28年11月２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間

（平成28年５月３日から平成28年11月２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 

利害関係

ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
 

以　 上

 
 
 
 
（注）１． 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。
 

２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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